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職業法 No. 38/2013/QH13 
失業保険の納付義務に関する変更点 

2015年1月1日から、職業法 38/2013/QH13 が施行され、社
会保険法 No. 71/2006/QH11 の失業保険に関する従来の
規定は失効します. 

以下のような留意すべき事項があります 

1. 使用者側： 

• 失業保険に加入する雇用者は以下の通りです. 

⁻ 国家機関、公立事業機関、人民軍機関. 

⁻ 政治組織、政治社会組織、政治社会職業組織、社会組
織、社会職業組織. 

⁻ ベトナムの領土上で活動する外国の機関・組織、国際組
織. 

⁻ 勤務契約または労働契約に基づいて労働者を雇用また
は使用する企業、合作社、世帯、個人事業主、合作組、
その他組織、および、個人. 

• 使用者は、労働契約または勤務契約の発効日から30日以

内に、社会保険機関において労働者のための失業保険に
加入しなければなりません. 

• 毎月、使用者は、会社負担分の失業保険料と給与から控
除した労働者負担分の保険料を一緒に失業保険基金へ納
付します. 

• 使用者は、失業保険に加入している労働者全体の1ヵ月分
の給与額の1%を納付します. 

2. 労働者側: 

• 以下の労働契約または勤務契約に基づいて働く労働者は
、失業保険に加入する必要があります. 

⁻ 無期限の労働契約または勤務契約. 

⁻ 期限付き労働契約または勤務契約. 

⁻ 3か月以上12か月未満の期限での季節労働契約または
個別業務労働契約. 

複数の労働契約を締結して履行している労働者の場合、
労働者および、一番最初の労働契約を締結した使用者が
失業保険に加入する義務を負います. 

• 労働者は、1ヶ月分の給与額の1%を納付します. 
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失業保険料の計算根拠となる給与額： 

•  使用者が決定する給与制度に基づいて失業保険料を納
付する労働者の場合、失業保険料納付対象となる1ヶ月分

の給与は、社会保険法の規定に基づいて実施される法定
社会保険納付の基礎となる給与です. 

• 失業保険料の納付対象となる1か月分の給与額が地域別
最低賃金額の20倍超の場合、失業保険料納付の計算根
拠となる1ヶ月分の給与額は、失業保険料納付時点での労
働法の規定による地域別最低賃金額の20倍になります. 

失業保険給付額： 

月次の失業保険給付額は、失業前の直近6ヶ月間の失業保
険料計算根拠となった給与額平均の60%です。但し、使用者

が決定する給与制度に基づいて失業保険料を納付する労働
者の場合、労働契約または勤務契約の解消時点での労働
法の規定による地域別最低賃金額の5倍を上限とします. 

失業保険給付を受ける期間： 

失業保険給付を受ける期間は、失業保険料の納付月数に依
り計算されます。12か月以上36か月以下の期間の納付に対
して3ヶ月の失業保険給付を受け、更に、納付期間が12ヶ月
増える毎に1ヶ月の失業保険給付が追加されます。但し、合
計で12か月の給付が上限になります. 

失業保険給付の受給開始は、不備の無い失業保険給付申請
書類を提出した日から16日目になります. 

留意事項：労働契約または勤務契約を違法な形で一方的に
解消した労働者は、失業保険給付を受けることができません. 

失業保険給付受給者の求職状況に関する通知： 

• 毎月、労働者は、失業保険給付を受給している場所の職業
サービスセンターに対して、求職状況に関する通知を直接
行う必要があります。但し、以下の場合を除きます. 

⁻ 労働者が、疾病、出産、事故の場合で、権限を持つ医療
機関による確認書がある場合. 

⁻ 不可抗力による場合. 

• 失業保険給付の受給者が、月次の求職状況に関する通知
を怠る場合、給付が一時的に停止されます. 

 

近々に職業法の施行細則が政府から発行される見込みです。
これら政令については、随時、ご案内申し上げたく存じます. 
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健康保険法の一部改正 
健康保険の納付義務に関する変更点 

2015年1月1日から、健康保険法の一部改正法 No. 

46/2014/QH13 が施行されます. 

2014年11月15日付けで、政府は、健康保険法の一部施行細
則となる政令 Decree No. 105/2014/ND-CP (“Decree 105”) 
を発行しました。Decree 105 は、2015年1月1日から発効しま
す. 

一部改正法において留意すべき変更点は以下の通
りです. 

無期限の労働契約または3ヶ月以上の期限付き労働契約に

基づいて働く労働者、給与払いを受ける企業管理者としての
労働者、上級公務員・公務員職員・公立機関職員に対する
健康保険料の最大保険料率は月給与額の6%で、内訳は以
下の通りです. 

• 労働者: 2% 

• 使用者: 4%. 

しかしながら、Decree 105 では、上記対象者に対する健康保
険料率を、労働者の月給与額の4.5%、その内訳を労働者負
担分が1.5%、使用者負担分が3%のままにしています。 
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